
「雑貨（品工種ｺｰﾄﾞ：189）」グリーン調達ガイドライン

１ 適用範囲

本ガイドラインの適用範囲は、九州電力送配電(株)が調達する雑貨（品工種コード：１８
９）について適用します。
*品工種コードとは、当社のデータ管理用の社内用コードです。

2 対象品目と判断基準

品目ごとに記載のある環境ラベルの貼付があること

以 上

（参考となる環境ラベル）

グリーンマーク PETﾎﾞﾄﾙﾘｻｲｸﾙ推奨ﾏｰｸエコマーク 再生紙使用マーク

※グリーン購入法は、確定したラベルがないため、参考としてください。

策定 ２０２０年４月１日
改訂 ２０２６年７月１日
九州電力送配電㈱企画総務本部

判断基準対象品目

グリーン購入法
エコマーク
グリーンマーク
再生紙使用マーク(R100のみ可)
【参考】古紙パルプ配合率が 100%であること

トイレットペーパー
ティッシュペーパー

衛
生
用
紙

グリーン購入法
エコマーク
ＰＥＴボトルリサイクル推奨マーク
【参考】再生 PET 樹脂が製品重量の25％以上使用されている

こと等

寝具(ふとん、毛布)
作業手袋
集会用テント
カーテン
カーペット

繊
維
製
品

エコマーク、グリーンマーク など
（環境ラベル貼付品の調達に努める）

上記以外の雑貨全般
そ
の
他


